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令和６年度 産業廃棄物排出・処理状況調査 調査票記入要領 

（令和４年度実績（確定値）・令和５年度実績（速報値）） 

 
 

１.調査の概要 

本調査は、令和４年度実績（確定値）及び令和５年度実績（速報値）の産業廃棄物及び特別管

理産業廃棄物の排出及び処理状況を、都道府県別・業種別・廃棄物種類別に調査するものである。

なお、調査結果は、環境省及び都道府県・政令市が産業廃棄物処理行政を推進するための基礎資

料として活用するものとする。 

 

２.調査対象 

調査は域内の産業廃棄物の排出・処理状況について、令和４年度実績調査及び令和５年度実績

調査を実施した都道府県を対象とする。 

 

３.回答方法    

貴都道府県の産業廃棄物排出・処理状況について、令和４年度実績及び令和５年度実績別に、

ダウンロードしていただいた EXCEL ファイルに入力して提出していただく。なお、これらのフ

ァイル名において“○○県”を該当する都道府県名に修正すると、ファイル内の都道府県名が自動

的に反映される。 

また、パスワードをⅠ－１シートの所定箇所に入力すると、Ⅱ－１シート及びⅡ－２シートに

記入した数値が、前年回答実績もしくは推計値と 15％以上の乖離となった場合に、赤く表示され

るようになっている。 

さらに、チェック結果（赤）のシートには、Ⅰ－３の回答漏れの有無が確認できるようになっ

ているので無回答になっていないことを確認していただきたい。さらにチェック結果シートには、

Ⅲ－１、Ⅲ－２の回答において、排出量が発生量を超えていないか確認できるようになっている

ので、こちらの確認もあわせて実施していただきたい。 

 

 ○令和４年度実績調査（確定値） 

  「調査票（R4）」フォルダ内にある EXCEL ファイル（産廃調査票 R4_○○県.xls）を使用

する。 

 
 

 ○令和５年度実績調査（速報値） 

   「調査票（R5）」フォルダ内にある EXCEL ファイル（産廃調査票 R5_○○県.xls）を使用する。 

 

４．調査票（EXCELファイル）の構成 

令和４年度実績調査、令和５年度実績調査ともに、調査票はⅠからⅢの 3 種（合計 10 シート）

で構成され、各項目の内容は次の通りである。 

 

（１）調査状況票（４シート：Ⅰ－１～Ⅰ－４） 

各都道府県で実施した既往の産業廃棄物調査の内容を調査するものである。調査項目は、

調査時期、調査方法、対象事業所数などである。 

 

（２）産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票（産業廃棄物）（２シート：Ⅱ－１、Ⅱ－２） 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物含む）及び特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数）

の業種別・種類別の排出量を調査するものであり、中分類（一部小分類）以上を対象とする。

（別表－１参照）前年回答実績もしくは推計値と 15％以上の乖離があった場合は、セルが赤

く表示される。 

（３）産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票（水銀廃棄物）（１シート：Ⅱ－１（水銀廃棄物）） 
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水銀廃棄物（特別管理産業廃棄物含む）及び特別管理産業廃棄物（水銀廃棄物全体の内数）

の業種別・種類別の排出量を調査するものであり、中分類（一部小分類）以上を対象とする。

（別表－１参照） 

 

（４）産業廃棄物種類別排出・処理状況調査票（産業廃棄物）（２シート：Ⅲ－１、Ⅲ－２） 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物含む）及び特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数）

の種類別の排出処理状況を調査するものである。排出処理状況は産業廃棄物排出・処理フロ

ーに基づくものである。（フロー図（別図－１）参照） 

 

（５）産業廃棄物種類別排出・処理状況調査票（水銀廃棄物）（１シート：Ⅲ－１（水銀廃棄物）） 

水銀廃棄物（特別管理産業廃棄物含む）及び特別管理産業廃棄物（水銀廃棄物全体の内数）

の種類別の排出処理状況を調査するものである。排出処理状況は産業廃棄物排出・処理フロ

ーに基づくものである。（フロー図（別図－１）参照） 

 

（６）確認用シート（１シート：チェック結果） 

Ⅰ－３の記入漏れとⅢ－１、Ⅲ－２の発生量と排出量のエラーの有無を確認するためのシ

ートである。 

 

 

５．記入要領 

（１）調査状況（ 調査票Ⅰ－１ ） 

連絡先や調査時期などを「①調査状況」に記入する。 

また、可能であれば貴都道府県で実施された「調査報告書」を別途送付いただく。 

 

1）連絡先及び担当者 

調査結果等の問い合わせ先について、担当部課、電話番号・FAX、担当者、メールアド

レスを記入する。 

2）調査実施概況 

調査時期及び調査機関名を記入する。また、各都道府県で自ら行った場合は担当部課名

を記入する。 

 

 

（２）調査方法（ 調査票Ⅰ－２、３ ） 

●「②産業廃棄物排出状況の調査方法（業種毎）」及び「④産業廃棄物処理状況の調査方法

（処理区分毎）」について、排出状況及び処理状況の調査方法を、別表－３の調査方法コ

ードの中から該当する調査方法を選びコード番号で記入する。未調査の場合は「－」を記

入する。また、複数回答の場合は、半角カンマで区切って記入する（例：3,4）。 

「その他」の場合は、コード番号「15」を記入し、備考欄に具体的な方法または名称を記

入する。調査方法にコメントが必要な場合も、備考欄に記入する。 

●「③業種別排出量の算出方法」及び「⑤処理項目毎の推計量の算出方法」について、排出

量及び処理量の算出方法を記入する。記入スペースが足りない場合は、シートを追加し記

入する。なお、算出方法が記載されている資料を添付することも可とする。その場合は、

当該算出方法をどの産業分類またはフロー図（別図－１）の項目について用いたかを明記

する。 
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（３）調査実施状況一覧（ 調査票Ⅰ－４ ） 

「⑥調査実施状況一覧」に、下記の項目について可能な範囲で業種毎に該当欄に記入する。 

●(a)～(d)には、該当する事業者数を記入する。 

(a)調査対象事業所数 ：都道府県における調査対象業種の総事業所数 

(b)抽出事業所数  ：調査対象事業所のうち、実際の調査対象（調査票の送付対 

              象者）として抽出した事業所数 

(c)回収事業所数  ：調査回答を回収した事業所数 

(d)有効回答数  ：調査回答のうち集計に有効であった事業所数 

  ●(e)～(j)には、事業者調査データ等から都道府県全体への排出推計にあたって用いた活動量に

係る事項を記入する。ここで、活動量とは、年間製造品出荷額（製造業）、年間元請完成工事

高（建設業）、従業員数（サービス業等）のような、各業種における事業活動の度合いの指標

となる数字の中から、統計情報が整備されていて利用しやすいものを使用する。 

(e)集計活動量指標     ：有効回答である事業所の活動量の合計値 

(f)母集団活動量指標 ：都道府県全体の調査対象業種の活動量の合計値 

(g)集計廃棄物量  ：有効回答数に含まれる事業所の産業廃棄物量の合計値 

(h)推計廃棄物量  ：推計によって算出した産業廃棄物量の合計値 

(i)使用した活動量指標の名称：(e)～(h)で使用した活動量の名称（資料調査の場合は資料名） 

(j)活動量指標の単位     ：活動量の単位 

      ※(g)、(h)の廃棄物量の単位は、“トン/年”とする 

 

（４）産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票（産業廃棄物）（ 調査票Ⅱ－１、２ ） 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）及び特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数）

の業種別・種類別の排出量（単位はトン／年）を、該当欄に記入する。回答欄のうち、網掛け個

所は記入しない。 

排出量が０（ゼロ）の場合は『０』と明記し、未調査による不明箇所は「－」を記入する。 

特別管理産業廃棄物については、貴都道府県で実施された調査において調査対象とされた種類

のみで可とする。 

調査対象業種が中小分類の項目はできるだけ中小分類（薄オレンジ色のセル）で回答していた

だくが、取りまとめ上、大分類のみまでしか集計できていない場合は、大分類の欄（水色のセル）

に記入する。 

※「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」については「調査票Ⅱ－１」には含め

ず、「調査票Ⅱ－１（水銀廃棄物）」に記入する。 

 

（５）産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票（水銀廃棄物）（ 調査票Ⅱ－１（水銀廃棄物） ） 

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」（いずれも特別管理産業廃棄物を含

む）の業種別・種類別の排出量（単位はトン／年）を、該当欄に記入する。 

排出量が０（ゼロ）の場合は『０』と明記し、未調査による不明箇所は「－」を記入する。 

「水銀使用製品産業廃棄物」については、個別製品の種類別（電池・照明等）毎に集計を行っ

ている場合は、その製品の主要な品目（汚泥・廃プラスチック類等）に該当する欄に記入（⇒「①

水銀使用製品廃棄物（個別製品の種類別）」欄に記入） 

もしくは、水銀使用製品廃棄物として一括で記入（⇒「②水銀使用製品廃棄物（一括）」欄に

記入）することとし、その両方のケースがある場合は、両欄に記入するが、どちらの場合にも二

重計上がないよう留意する。 

「水銀含有ばいじん等」については「③水銀含有ばいじん等」欄の「うち水銀含有」欄に記入

する。 

調査対象業種が中小分類の項目はできるだけ中小分類（薄オレンジ色のセル）で回答していた

だくが、取りまとめ上、大分類のみまでしか集計できていない場合は、大分類の欄（水色のセル）

に記入する。 

 



-4- 

（６）産業廃棄物種類別排出・処理状況調査票（ 調査票Ⅲ－１、２ ） 

産業廃棄物実態調査等の集計による産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）及び特別管

理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数）の種類別処理処分量（単位はトン／年）を該当欄に

記入する。 

排出量及び処理量のフロー図（別図－１）を参照して（４）と同要領で記入する。 

産業廃棄物は発生から最終処分まで種類が変わらないものとして記入する。 

処理処分量が０（ゼロ）の場合は『０』と明記し、未調査による不明箇所は「－」を記入

する。 

処理区分はフロー図（別図－１）のとおりで回答していただくが、取りまとめ上、処理区

分が自己処理、委託処理の区別がない合計量を計上している場合は、調査票右端にある所定

の欄に記入する。 

フロー図（別図－１）の処理状況が適用できない場合は、貴都道府県における独自の処理

状況を示す資料を添付していただく。 

※「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」については、「調査票Ⅲ－１（水銀

廃棄物）」に記入する。 

 

（７）産業廃棄物種類別排出・処理状況調査票（水銀廃棄物）（ 調査票Ⅲ－１（水銀廃棄物） ） 

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」（いずれも特別管理産業廃棄物を

含む）の種類別処理処分量（単位はトン／年）を該当欄に記入する。 

産業廃棄物は発生から最終処分まで種類が変わらないものとして記入する。 

処理処分量が０（ゼロ）の場合は『０』と明記し、未調査による不明箇所は「－」を記入

する。 

「水銀使用製品産業廃棄物」については、個別製品の種類別（電池・照明等）毎に集計を

行っている場合は、その製品の主要な品目（汚泥・廃プラスチック類等）に該当する欄に記

入（⇒「①水銀使用製品廃棄物（個別製品の種類別）」欄に記入） 

もしくは、水銀使用製品廃棄物として一括で記入（⇒「②水銀使用製品廃棄物（一括）」欄

に記入）することとし、その両方のケースがある場合は、両欄に記入するが、いずれの場合

にも二重計上がないよう留意する。 

「水銀含有ばいじん等」については「③水銀含有ばいじん等」欄の「うち水銀含有」欄に

記入する。 

処理区分はフロー図（別図－１）のとおりで回答していただくが、取りまとめ上、処理区

分が自己処理、委託処理の区別がない合計量を計上している場合は、調査票右端にある所定

の欄に記入する。 

フロー図（別図－１）の処理状況が適用できない場合は、貴都道府県における独自の処理

状況を示す資料を添付していただく。 
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別表－１  調査対象業種の区分（平成 19年,平成 25年改訂の日本標準産業分類による） 
大分類 中分類 小分類 細分類 

(A)農業，林業 (A01)農業 (A011)耕種農業 

  (A012)畜産農業  

 (A02)林業 

(B)漁業 (B03)漁業 

 (B04)水産養殖業 

(C)鉱業，採石業，砂利採取業【鉱業】 (C)鉱業，採石業，砂利採取業 

(D)建設業 (D)建設業 

(E)製造業 (E09)食料品製造業 

 (E10)飲料・たばこ・飼料製造業 

 (E11)繊維工業 

 (E12)木材・木製品製造業 

 (E13)家具・装備品製造業 

 (E14)パルプ・紙・紙加工品製造業 

 (E15)印刷・同関連業 

 (E16)化学工業 

 (E17)石油製品・石炭製品製造業 

 (E18)プラスチック製品製造業 

 (E19)ゴム製品製造業 

 (E20)なめし革・同製品・毛皮製造業 

 (E21)窯業・土石製品製造業 

 (E22)鉄鋼業 

 (E23)非鉄金属製造業 

 (E24)金属製品製造業 

 (E25)はん用機械器具製造業 

 (E26)生産用機械器具製造業 

 (E27)業務用機械器具製造業 

 (E28)電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 (E29)電気機械器具製造業 

 (E30)情報通信機械器具製造業 

 (E31)輸送用機械器具製造業 

 (E32)その他の製造業 

(F)電気･ガス･熱供給･水道業 (F33)電気業 

 【電気・水道業】 (F34)ガス業 

 (F35)熱供給業 

 (F36)水道業 (F361)上水道業 

  (F363)下水道業 

(G)情報通信業 (G37)通信業 

(G38)放送業 

(G39)情報サービス業 

(G40)インターネット付随サービス業 

(G41)映像･音声･文字情報制作業 

(H)運輸業，郵便業【運輸業】 (H42)鉄道業 

 (H43)道路旅客運送業 

 (H44)道路貨物運送業 

(I)卸売業，小売業 (I50)各種商品卸売業 

 【卸・小売業】 (I53)建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 (I531)建築材料卸売業 (I5311)木材・竹材卸売業 

 (I56)各種商品小売業 

 (I59)機械器具小売業 (I591)自動車小売業 

  (I593)機械器具小売業 

 (I60)その他の小売業 (I601)家具・建具・畳小売業 

  (I602)じゅう器小売業 

  (I605)燃料小売業 

(K)不動産業，物品賃貸業【不動産業】 (K70)物品賃貸業 

(L)学術研究，専門・技術サービス業 (L71)学術・開発研究機関 

 【学術研究】 (L74)技術サービス業 (L746)写真業 

(M)宿泊業，飲食サービス業【宿泊・飲食】 (M76)飲食店 

(N)生活関連サービス業，娯楽業【生活関連】 (N78)洗濯・理容・美容・浴場業 (N781)洗濯業 

(O)教育，学習支援業 (O)教育，学習支援業 

(P)医療，福祉【医療・福祉】 (P83)医療業 

(Q)複合サービス事業 (Q)複合サービス事業 

(R)サービス業（他に分類されないもの） 

【サービス業】 

(R89)自動車整備業 (R891)自動車整備業 

(R95)その他のサービス業 (R952)と畜業 

(S)公務（他に分類されるものを除く）【公務】 (S)公務  

注)表中の（ ）は、日本標準産業分類の分類番号を、【 】は、略称を示す。 
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別表 － ２  用 語 の 定 義 

項  目 
フロー図 

No 
定     義 

不要物等発生量 (1) 事業場内等で生じた産業廃棄物量(*1)及び有償物量 

有償物量 (2) (1)の発生量のうち、中間処理されることなく、他者に

有償で売却した量 

排出量 (3) (1)の発生量のうち､(2)の有償物量を除いた量 

自 

己 

処 

理 

自己中間処理量 (4) 

 

(3)の排出量のうち、自ら中間処理した廃棄物量で処理

前の量 

自己未処理量 (5) (3)の排出量のうち、自己中間処理されなかった量 

自己中間処理後量 (6) (4)で中間処理された後の廃棄物量 

自己減量化量 (7) (4)の自己中間処理量から(6)の自己中間処理後量を差し

引いた量 

自己未処理自己再生利用量 (8) (5)の自己未処理量のうち、他者に有償売却できないも

のを自ら利用(*2)した量 

自己中間処理後再生利用量 (9) (6)の自己中間処理後量のうち、自ら利用し又は他者に

有償で売却した量 

自己中間処理後自己最終処分量 (10) (6)の自己中間処理後量のうち、自己の埋立地に処分し

た量 

自己未処理自己最終処分量 (11) (5)の自己未処理量のうち、自己の埋立地に処分した量 

委 
託 
処 

理 

委託処理量 (12) (6)の自己中間処理後量及び(5)の自己未処理量のうち中

間処理及び最終処分を委託した量 

委託中間処理量 (13) (12)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理された

量 

委託直接最終処分量 (14) (12)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理される

ことなく最終処分された量 

委託中間処理後量 (15) (13)で中間処理された後の廃棄物量 

委託減量化量 (16) (13)の委託中間処理量から(15)の委託中間処理後量を

差し引いた量 

委託中間処理後再生利用量 (17) (15)の委託中間処理後量のうち、処理業者等で自ら利用

し又は他者に有償で売却した量 

委託中間処理後最終処分量 (18) (15)の委託中間処理後量のうち、最終処分された量 

委託最終処分量 (19) 処理業者等で最終処分された量 

最終処分量 (20) 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計 

再生利用量 (21) 排出事業者、処理業者等で再生利用された量 

減量化量 (22) 排出事業者又は、処理業者等の中間処理により減量さ

れた量 

(*１)建設業以外からのがれき類の排出は事業者が自ら解体した場合に限られ、建設工事等における

排出事業者には、原則として元請け業者が該当する。 

(*２)「自ら利用」：排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合は「自ら利用」

に該当する。なお、抜根の森林への自然還元についても「自ら利用」に該当する。 
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別図 － １  排出量及び処理状況のフロー図 

（都道府県内で排出され、都道府県内及び都道府県外で処理処分した合計量） 
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            注）  （イ）；（５）のうち委託中間処理された量
                　 （ロ）；（６）のうち        〃

                                                          　                 （ハ）；（５）のうち委託最終処分された量
　                 （ニ）；（６）のうち        〃

自己中間処
理後自己最
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別表－３ 調査方法コード 
 

調査方法 コード番号 

排出事業者に

対する調査 

全数調査 １ 

標本調査 

全県一律 
単純無作為抽出 ２ 

層別無作為抽出 ３ 

地域分割 
単純無作為抽出 ４ 

層別無作為抽出 ５ 

資料調査 ６ 

処理業者に 

対する調査 

全数調査 ７ 

標本調査 ８ 

資料調査 ９ 

行政報告利用法 

多量排出事業者に関する報告 １０ 

処理業者の実績に関する報告 １１ 

その他法的な報告 １２ 

過去調査結果利用法 
過去調査時の原単位を使用する方法 １３ 

原単位以外で前回結果を使用する方法 １４ 

その他 １５ 

 
「全数調査」 ：統計で、対象となる集団全部をもれなく調査すること。 

「標本調査」：母集団から標本を抜き出して、それについて調査し、数学的（確率論的）に母

集団の性質を推測すること。 

「資料調査」：既に公表されている統計資料等にもとづいて調査すること。 
 

 

 

 

  

 


